
４ 教育・研究組織等 

 

（８）研究活動の不正行為対策委員会 

① 設置の趣旨（目的）及び組織 

ア 組織設置の趣旨（目的） 

研究活動の不正行為対策委員会は、不正行為の防止及び対応を審議することを目的として設置されてい

る。 

イ 組織の構成及び構成員等 

研究活動の不正行為対策委員会は、研究倫理教育責任者（学長が指名した副学長）、附属図書館長、学校

教員養成・研修高度化センター長、情報メディア教育支援センター長、心理教育相談センター長、特別支援

教育実践研究センター長、国際交流推進センター長、学系長、事務局長、学外有識者のうちから学長が指名

した者及びその他学長が指名した者若干人で構成されている。 

② 運営・活動の状況 

ア 委員会等の開催状況 

令和６年度における研究活動の不正行為対策委員会の開催はなし。 

イ 審議された主な事項 

  なし 

ウ 重点的に取り組んだ課題や改善事項及び前年度の検討課題への取組状況等 

研究不正防止に係る本学の体制及び関係規程に基づき、不正行為を未然に防ぐため、全学構成員に対し、

研究倫理教育を実施するとともに、新任職員研修会等において、研究不正防止に関する説明を行った。ま

た、不正行為防止に関する定期的な注意喚起及び指導教員からの学生への指導により、啓発活動を全学体制

で行った。 

③ 優れた点及び今後の検討課題等 

ア 優れた点 

昨年度から引き続き、卒業・修了予定の学生に対し、「卒業研究題目届」等の提出時に「研究倫理ｅラー

ニングの修了証書」を提出するよう、年度当初から周知を行い、学生に対する研究倫理教育を徹底した。 

また、全学教職員を対象に、研究担当副学長による研究活動の不正行為防止及び研究費の不正使用の防止

研修を実施し、構成員に対して、研究活動における不正行為の防止、研究倫理及び研究費の執行における不

正使用防止の理解の促進に努めた。令和６年度の教職員の受講率は 100％であった。 

イ 今後の検討課題等 

継続して研究倫理教育の実施や不正行為の防止に向けた啓発活動を全学体制で取り組む必要がある。 


